
早田ひな後援会 規約 

第 1 章 総則（名称・目的） 

第 1 条 本会は、『早田ひな後援会』（以下「本会」という）と称する。 

第 2 条 本会は、福岡県出身の早田ひな（以下「本人」という）が世界で活躍できるよう物心両面での応

援・支援するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

 

第２章 事 業（事 業） 

第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 

１．本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援。 

２．本人の選手活動の広報・宣伝活動。 

３．本人の選手活動の海外遠征費ならびに強化費の援助。 

４．本人の選手活動を支援する為の会費及び会員の募集活動。 

５．会員相互の親睦を図る活動。 

６．その他本会の目的を達成する為に必要な活動。  

 

第３章 期 間（期 間） 

第 4 条 本会の期間は、本人が選手として活動する期間とする。 

 

第４章 会 員（会員・年会費・入会） 

第 5 条 本会の会員種別と年会費は次の３種類とする。 

個人会員       １０，０００円（１口） 

法人・団体会員    ５０，０００円（１口） 

特別会員       １００，０００円（１口） 

会費は年会費として月割りはしない。 

第 6 条 会員になろうとする個人または法人・団体は、入会申込書に入会口数と必要事項を記入の上、会

費を納入する。 

第 7 条 既に納入した会費は如何なる場合においても返還しない。 

 



第５章 会 計（会 計） 

第 8 条 本会活動を円滑に進めるため、専用の口座を設ける。 

第 9 条 本会の会計・事業年度は、１月１日から始まり、１２月３１日に終わる。 

第 10 条 本会の決算は、総会へ報告するものとする。 

 

第６章 役 員（役 員） 

第 11 条 本会に、次の役員を置く 

1 会 長 １名 

2 副会長 若干名 

3 幹 事 若干名 

4 事務局長 １名 

5 事務局 若干名 

6 会 計 １名 

7 会計監査 ２名  

 

第 12 条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

第 13 条 役員の選任は、役員会において決定する。 

第 14 条 会長の選任は、役員の中より選任する。また、本人の支援活動を目的とする為、あらゆる活動に

対する有識者の中より選任する。 

 



第７章 顧 問（顧 問） 

第 15 条 本会に、顧問を置くことができる。顧問の選任は、役員会において決定する。 

 

第８章 会 議（会 議） 

第 16 条 総会は会員をもって構成し、通常総会および臨時総会とする。 通常総会は、 会計・事業年度始

めに開催する。  

臨時総会は、役員会が必要と認めた場合に開催する。  

第 17 条 総会は、会長が招集する。 

第 18 条 役員会は、事業計画案、予算案、役員改正案を議決し、円滑な事業運営を行う。 

第 19 条 本会の議決案件は、役員会において出席者の過半数をもって決し、総会へ報告する。 

第 20 条 本規約の施行にあたり、細部の規定が必要な場合は、別に細則を定めることができる。 

 

第９章 会 議（厳守事項） 

第 21 条 会員及び役員は以下の内容を厳守するとともに、本会の規約に違反又は本会の名誉を傷つけ

る行為をした場合は、役員会の決議により除名されることがある。  

第 22 条 指導方針、指導方法、練習方法、試合結果に対し本人、コーチ及び家族に異議を申し立てない。 

第 23 条 常に本人に負担がかからない様に、暖かく見守り激励する。 

第 24 条 本会及び会員は、本人や家族に対し、見返りを求めない。 

 

（付則） 本規約は、平成２８年１２月１日より施行する。 

 

本会にて知り得た個人情報は、本会の運営目的または本人の関連する活動以外には使用しないものとす

る。 
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